
 
 

 
 
 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素から本会の事業

運営にご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 
 さて、この度の診療報酬改正に伴い、みだしの電子化加算の施設基準が変更

となっております。これにより、下記に該当する医療機関は改めて電子化加算

の届出が必要となりましたので取り急ぎお知らせいたします。 
 つきましては、内容確認のうえ速やかに沖縄社会保険事務局へ届けられます

ようご連絡申し上げます。 
謹白 

 
記 

 
１，別添「記載例」にありますように、「４の選択要件及びその実施内容」の３

段目□にチェック（ﾚ）を入れて電子化加算を届け出た（改定前に）医療機

関につきましては、この度の改正により院内表示が新たに追加されました。 
 
２，したがいまして、この掲示内容について記載をして改めて沖縄社会保険事

務局へ届出をする必要があります。 
 
３，つきましては、別添「記載例」を参照のうえ届け出を願います。 
 
４，なお、繰り返しますが前回の改定時に３段目にチェックを入れた医療機関

のみが対象となっていますので、お間違えのないよう願います。 
 
５，提出期限は４月１４日となっています。 
 
６，届出様式は、添付いたしました「別添７」・「様式２」となっています。提

出の際は必ずコピー等を取られるよう対応をお願いします。以上、取り急

ぎご連絡申し上げます。 
 
 

電子化加算の届出について（※重要） 
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